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(54)【発明の名称】 エレクトロルミネッセンス表示装置およびその製造方法

(57)【要約】
【課題】  複数の表示パネルを接合して１つの表示装置
を構成する場合に、隣接する表示パネルの接合部を目立
たなくすることができるとともに、表示面の開口率およ
び解像度を向上させることができかつ大画面化が可能な
エレクトロルミネッセンス表示装置およびその製造方法
を提供することである。
【解決手段】  フレキシブル基板２上の端部に電極用駆
動回路６を配し、その端部を必要な画素領域の端に沿っ
て映像を表示する側とは反対側へ折り曲げる。折り曲げ
難い場合は、フレキシブル基板２の映像表示する側を精
密加工機により削る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  複数の表示パネルが接合されて構成され
かつ少なくとも片面が光取り出し側となるエレクトロル
ミネッセンス表示装置であって、
複数の表示パネルの各々は、基板の一面側に複数の発光
部が形成されるとともに、前記基板の前記一面側の端部
領域に前記複数の発光部を駆動する駆動回路が設けら
れ、前記複数の基板の前記端部領域が前記光取り出し側
と反対側に折曲されたことを特徴とするエレクトロルミ
ネッセンス表示装置。
【請求項２】  前記複数の発光部は、前記基板の前記一
面上に順に形成された複数の第１の電極、複数の発光層
および複数の第２の電極を含み、
前記複数の表示パネルの前記基板の他面が共通の透明基
板に接合され、
前記基板の前記端部領域が前記一面側に折曲されたこと
を特徴とする請求項１記載のエレクトロルミネッセンス
表示装置。
【請求項３】  前記複数の発光部は、前記基板の前記一
面上に順に形成された複数の第１の電極、複数の発光層
および複数の第２の電極を含み、
前記複数の第１の電極、前記複数の発光層および前記複
数の第２の電極が前記透明基板に対向するように共通の
透明基板に接合され、
前記基板の前記端部領域が前記他面側に折曲されたこと
を特徴とする請求項１記載のエレクトロルミネッセンス
表示装置。
【請求項４】  前記複数の基板の折曲部分が切削された
ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のエレ
クトロルミネッセンス表示装置。
【請求項５】  前記駆動回路は前記基板の４辺にそれぞ
れ配置されたことを特徴とする請求項１～４のいずれか
に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項６】  隣接する表示パネルの前記駆動回路が互
い違いに配置されることを特徴とする請求項１～５のい
ずれかに記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項７】  各表示パネルの前記駆動回路が当該表示
パネルの裏側に配置されるように前記端部領域が折曲さ
れることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の
エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項８】  各表示パネルの前記駆動回路が隣接する
他の表示パネルの裏側に配置されるように前記端部領域
が折曲されることを特徴とする請求項１～６のいずれか
に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項９】  複数の表示パネルが接合されて構成され
かつ少なくとも片面が光取り出し側となるエレクトロル
ミネッセンス表示装置の製造方法であって、
複数の基板の一面側に複数の発光部を形成するととも
に、前記複数の基板の前記一面側の端部領域に前記複数
の発光部を駆動する駆動回路を形成する工程と、
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前記複数の基板の前記端部領域を前記光取り出し側と反
対側に折曲する工程と、
前記複数の基板を共通の透明基板に貼り合わせる工程と
を備えたことを特徴とするエレクトロルミネッセンス表
示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、複数の表示パネル
を接合して構成されるエレクトロルミネッセンス表示装
置およびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、情報機器の多様化に伴い、一般に
使用されているＣＲＴ（陰極線管）に比べて消費電力が
少ない平面表示素子に対するニーズが高まってきてい
る。このような平面表示素子の１つとして、高効率、薄
型、軽量、低視野角依存性等の特徴を有するエレクトロ
ルミネッセンス（以下、ＥＬと略す）素子が注目され、
このＥＬ素子を用いたディスプレイの研究開発が活発に
行われている。このようなＥＬ素子には、無機材料から
なる発光層を有する無機ＥＬ素子と、有機材料からなる
発光層を有する有機ＥＬ素子とがある。
【０００３】無機ＥＬ素子は、一般に発光部に高電界を
作用させ、電子をこの高電界中で加速して発光中心に衝
突させることにより、発光中心を励起させて発光させる
自発光型の素子である。
【０００４】一方、有機ＥＬ素子は、電子注入電極とホ
ール注入電極とからそれぞれ電子とホールとを発光部内
へ注入し、注入された電子およびホールを発光中心で再
結合させて有機分子を励起状態にし、この有機分子が励
起状態から基底状態へと戻るときに蛍光を発生する自発
光型の素子である。この有機ＥＬ素子は、発光材料であ
る蛍光物質を選択することにより発光色を変化させるこ
とができ、マルチカラー、フルカラー等の表示装置への
応用に対する期待が高まっている。また、有機ＥＬ素子
は、低電圧で面発光できるため、液晶表示装置等のバッ
クライトとして利用することも可能である。
【０００５】上記の有機ＥＬ素子は、現在のところ、デ
ジタルカメラや携帯電話等の小型ディスプレイへの応用
が進んでいる段階であり、パーソナルコンピュータやテ
レビジョン等の中・大型ディスプレイへの応用は困難と
考えられている。例えば、アクティブディスプレイの場
合、大面積に多数のポリシリコンＴＦＴ（薄膜トランジ
スタ）を作製することが困難であり、また、パッシブデ
ィスプレイの場合でも、大面積で均一に有機膜を形成す
ることが困難である。
【０００６】このため、小型の有機ＥＬパネルを複数枚
組み合わせることにより大型の有機ＥＬ表示装置を作製
しようとする試みがある。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかし、走査画素電極
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および信号画素電極を駆動するための駆動回路を４辺に
配置すると有機ＥＬパネル間の継ぎ目が目立ってしま
い、映像表示が困難となる。また、駆動回路を２辺に集
めるとこれに要する面積が増えてしまう。さらに、２×
３配置にする場合等は、パネル間の継ぎ目を目立たなく
するために各小型パネルの駆動回路を片側１辺のみに集
中させる必要が生じてますます駆動回路の面積が大きく
なり、開口率（表示パネルの面積に対する発光部の面積
の割合）が減少してしまう。特に、３×３配置にする場
合には、中央部のパネルにおいては４辺とも継ぎ目部分
となるため、画素ピッチを一定に保ちながらパネル間の
継ぎ目を目立たなくしようとすると、解像度を高くする
ことが非常に困難となる。
【０００８】本発明の目的は、複数の表示パネルを接合
して１つの表示装置を構成する場合に、隣接する表示パ
ネルの接合部を目立たなくすることができるとともに、
表示面の開口率および解像度を向上させることができか
つ大画面化が可能なエレクトロルミネッセンス表示装置
およびその製造方法を提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段および発明の効果】第１の
発明に係るエレクトロルミネッセンス表示装置は、複数
の表示パネルが接合されて構成されかつ少なくとも片面
が光取り出し側となるエレクトロルミネッセンス表示装
置であって、複数の表示パネルの各々は、基板の一面側
に複数の発光部が形成されるとともに、基板の一面側の
端部領域に複数の発光部を駆動する駆動回路が設けら
れ、複数の基板の端部領域が光取り出し側と反対側に折
曲されたものである。
【００１０】本発明に係るエレクトロルミネッセンス表
示装置においては、複数の表示パネルの基板の一面側に
複数の発光部が形成されるとともに、基板の一面側の端
部領域に駆動回路が設けられ、複数の基板の端部領域が
光取り出し側と反対側に折曲されているので、表示パネ
ルの表示面において駆動回路によるスペースの制約を受
けることなく複数の発光部を広いスペースに配置するこ
とができる。したがって、複数の表示パネルの接合部を
目立たなくすることができ、発光面の開口率を高くする
ことができるとともに、解像度を向上させることがで
き、かつ大画面化が可能となる。
【００１１】複数の発光部は、基板の一面上に順に形成
された複数の第１の電極、複数の発光層および複数の第
２の電極を含み、複数の表示パネルの基板の他面が透明
基板に接合され、基板の端部領域が一面側に折曲されて
もよい。
【００１２】この場合、複数の第１の電極、複数の発光
部および複数の第２の電極が基板に関して共通の透明基
板と反対側の一面上に形成されるとともに、駆動回路を
含む基板の端部領域が共通の透明基板と反対側に折曲さ
れる。それにより、複数の発光部により発生された光が
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基板および透明基板を通して取り出される。
【００１３】複数の発光部は、基板の一面上に順に形成
された複数の第１の電極、複数の発光層および複数の第
２の電極を含み、複数の第１の電極、複数の発光層およ
び複数の第２の電極が共通の透明基板に対向するように
透明基板に接合され、基板の端部領域が他面側に折曲さ
れてもよい。
【００１４】この場合、複数の第１の電極、複数の発光
部および複数の第２の電極が共通の透明基板側の基板の
一面上に形成されるとともに、駆動回路を含む基板の端
部領域が透明基板と反対側に折曲される。それにより、
複数の発光部により発生された光が透明基板を通して取
り出される。
【００１５】複数の基板の折曲部分が切削されてもよ
い。これにより、基板の折曲が容易になる。
【００１６】駆動回路は基板の４辺にそれぞれ配置され
てもよい。また、隣接する表示パネルの駆動回路が互い
違いに配置されてもよい。この場合、駆動回路の重みを
分散させることができるため、抵抗損を最小限にするこ
とができる。また、表示パネルを接合する際に位置ずれ
が起き難く調整がし易くなる。
【００１７】各表示パネルの駆動回路が当該表示パネル
の裏側に配置される端部領域が折曲されてもよい。各表
示パネルの駆動回路が隣接する他の表示パネルの裏側に
配置されるように端部領域が折曲されてもよい。
【００１８】第２の発明に係るエレクトロルミネッセン
ス表示装置の製造方法は、複数の表示パネルが接合され
て構成されかつ少なくとも片面が光取り出し側となるエ
レクトロルミネッセンス表示装置の製造方法であって、
複数の基板の一面側に複数の発光部を形成するととも
に、複数の基板の一面側の端部領域に複数の発光部を駆
動する駆動回路を形成する工程と、複数の基板の端部領
域を光取り出し側と反対側に折曲する工程と、複数の基
板を共通の透明基板に貼り合わせる工程とを備えたもの
である。
【００１９】本発明に係るエレクトロルミネッセンス表
示装置の製造方法によれば、複数の表示パネルの基板の
一面側に複数の発光部が形成されるとともに、基板の一
面側の端部領域に駆動回路が設けられ、複数の基板の端
部領域が光取り出し側と反対側に折曲されているので、
表示パネルの表示面において駆動回路によるスペースの
制約を受けることなく複数の発光部を広いスペースに配
置することができる。したがって、複数の表示パネルの
接合部を目立たなくすることができ、発光面の開口率を
高くすることができるとともに、解像度を向上させるこ
とができ、かつ大画面化が可能となる。
【００２０】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係るエレクトロル
ミネッセンス表示装置の一例として有機エレクトロルミ
ネッセンス（以下、ＥＬと略す）表示装置について説明
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する。なお、本発明は、高電圧を必要としないため絶縁
設計が容易でかつ液晶表示装置のように液晶を封入する
際の隔壁も不要なために画素間隔を格段に詰めることの
できる有機ＥＬ表示装置に特に有用であるが、同様の構
造を有する無機ＥＬ表示装置にも適用することができ、
アクティブ型およびパッシブ型のいずれの表示装置にも
適用することができる。
【００２１】（１）第１の実施の形態
図１は本発明の第１の実施の形態による有機ＥＬ表示装
置の構成を示す模式的断面図である。図１に示す有機Ｅ
Ｌ表示装置は、複数の小型パネル１および透明の保護基
板９により構成されている。図１には２つの小型パネル
１のみが示されているが、後述するように小型パネル１
は３枚以上でもよいし、その配置が直線的であっても平
面的であってもよい。
【００２２】小型パネル１は、フレキシブル基板２、走
査画素電極３、発光部４、信号画素電極５、電極用駆動
回路６、接着剤７および封止用絶縁板８により構成され
ている。図１に示すように、小型パネル１は、フレキシ
ブル基板２の上に、走査画素電極３、発光部４、信号画
素電極５を順に積層する。走査画素電極３および信号画
素電極５の端に電極駆動回路６を設ける。その後、発光
部４を保護するために封止用絶縁板８を接着剤７により
貼り付け、発光部４を封止する。
【００２３】フレキシブル基板２は、例えば、厚さ１０
０μｍ～２００μｍのＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレ
ート）樹脂、ＰＣ（ポリカーボネード）樹脂、ポリイミ
ド樹脂またはＰＥＳ（ポリエーテルスルホン）樹脂等か
らなる。
【００２４】走査画素電極３は、例えば、厚さ８００Å
のＩＴＯ（インジウム－すず酸化物）等の透明金属酸化
物からなり、ホール注入電極として機能する。
【００２５】発光部４は、ホール注入層と、ホール注入
層上に形成されたホール輸送層と、ホール輸送層上に形
成された発光層と、発光層上に形成された電子輸送層と
からなる。ホール注入層は、例えば、厚さ１０００Åの
トリフェニルアミン誘導体（ＭＴＤＡＴＡ）からなる。
ホール輸送層は、例えば、厚さ２００Åのジアミン誘導
体（ＴＰＤ）からなる。発光層は、例えば、厚さ２００
Åのアルミニウムキノリノール錯体にキナクリドンをド
ープしたものからなる。接着剤７には、可視光の波長領
域でガラスの屈折率に近い光学特性を有する紫外線硬化
型接着剤、高分子系接着剤等を用いる。
【００２６】電極用駆動回路６は、走査画素電極３また
は信号画素電極５に電気的に接続されている。この接続
部を傷つけることなく必要な画素領域の端に沿って映像
表示部とは反対側へ折り曲げる。折り曲げ難い場合は、
フレキシブル基板２の映像表示する側を精密加工機によ
り削る。削る深さは、２００μｍのフレキシブル基板の
場合は１８０μｍ程度であり、２０μｍ程度を残して折
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り曲げる。
【００２７】なお、折り曲げる部分の走査画素電極３お
よび信号画素電極５には、折り曲げても断線し難いよう
に金、銀、銅等の金属を用いてもよい。
【００２８】電極用駆動回路６は、図１には示されてい
ないが、小型パネル１の各辺に１つずつ、小型パネル１
の各辺の半分の長さで相対しないように配置するように
形成する。これにより、隣接する小型パネル１どうしを
保護基板９上に接着する場合において、電極用駆動回路
６を有する折り曲げ部分と電極用駆動回路６が存在しな
い部分とが接着されるため、位置ずれが起き難く調整し
易くなる。
【００２９】図２は本実施の形態における小型パネルを
２×２配置した場合の平面図、図３は本実施の形態にお
ける小型パネルを２×２配置した場合の底面図である。
図４は本実施の形態における小型パネルを２×３配置し
た場合の底面図である。また、図５は本実施の形態にお
ける小型パネルを３×３配置した場合の底面図である。
【００３０】図３～図５においては、映像表示部とは反
対の方向から見た図が示されている。図３～図５に示す
ように、小型パネル１を電極用駆動回路６を有する折り
曲げ部分が隣接する小型パネル１の電極用駆動回路６を
有する折り曲げ部分に重ならないように配置する。な
お、電極用駆動回路６は、走査画素電極用駆動回路６ａ
と信号画素電極用駆動回路６ｂとを含んでおり、小型パ
ネル１の互いに向かう合う方向に走査画素電極用駆動回
路６ａまたは信号画素電極用駆動回路６ｂが配置され
る。
【００３１】以上のように電極用駆動回路６を各小型パ
ネル１の裏側に折り曲げる構造とすることにより、各小
型パネル１の端部まで発光部４を設けることができる。
したがって、画素ピッチが電極用駆動回路６のスペース
による制約を受けることがなくなり、高い開口率および
高い解像度を得ることができる。特に、図５の３×３配
置を容易に採ることが可能となる。
【００３２】さらに、パッシブ型の有機ＥＬ表示装置に
おいては、大型化した場合、電極の抵抗が増大し、電流
が流れ難く映像表示に問題が生じる場合があったが、本
実施の形態における有機ＥＬ表示装置によれば、各電極
用駆動回路６毎に分割して配線できるため、抵抗損を抑
えることができる。
【００３３】（２）第２の実施の形態
図６は本発明の第２の実施の形態による有機ＥＬ表示装
置の構成を示す模式的断面図である。
【００３４】図６の有機ＥＬ表示装置は、複数の小型パ
ネル１０および保護基板９により構成されている。図１
に示す有機ＥＬ表示装置と同様に、図６には２つの小型
パネル１０のみが示されているが、後述するように小型
パネル１０は３枚以上でもよいし、その配置が直線的で
あっても平面的であってもよい。
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【００３５】図６の小型パネル１０においても、図１の
小型パネル１と同様に、フレキシブル基板２、走査画素
電極３、発光部４、信号画素電極５、電極用駆動回路
６、接着剤７および封止用絶縁板８により構成されてい
る。
【００３６】本実施の形態が図１に示す第１の実施の形
態と異なる点は、折り曲げる角度を浅くして隣接する小
型パネル１０の映像表示部の裏側に電極用駆動回路６が
配置されることである。これにより、映像表示部をパネ
ル幅まで広げることができるとともに、走査画素電極３
および信号画素電極５が断線し難くなる。このとき、図
６に示すように小型パネル１０の折り曲げる部分がない
部分の角を映像表示に問題が出ない程度まで削ってもよ
い。
【００３７】図７は本実施の形態における小型パネルを
２×３配置した場合の配置図である。また、図８は本実
施の形態における小型パネルを３×３配置した場合の配
置図である。
【００３８】図７および図８においては、映像表示部と
は反対の方向から見た図が示されている。図７および図
８に示すように、小型パネル１０を電極用駆動回路６を
有する折り曲げ部分が隣接する小型パネル１０の電極用
駆動回路６を有する折り曲げ部分に重ならないように配
置する。なお、電極用駆動回路６は、走査画素電極用駆
動回路６ａと信号画素電極用駆動回路６ｂとを含んでお
り、小型パネル１の互いに向かう合う方向に走査画素電
極用駆動回路６ａまたは信号画素電極用駆動回路６ｂが
配置される。
【００３９】以上のように電極用駆動回路６を各小型パ
ネル１０の裏側に折り曲げる構造とすることにより、各
小型パネル１０のパネル端まで映像を表示することがで
きる。特に、図８の３×３配置を容易に採ることが可能
となる。さらに、パッシブ型の有機ＥＬ表示装置におい
ては、大型化した場合、電極の抵抗が増大し、電流が流
れ難く映像表示に問題が生じる場合があったが、本実施
の形態における有機ＥＬ表示装置によれば、各電極用駆
動回路６毎に分割して配線できるため、抵抗損を抑える
ことができる。
【００４０】（３）第３の実施の形態
図９は本発明の第３の実施の形態による有機ＥＬ表示装
置の構成を示す模式的断面図である。
【００４１】図９の有機ＥＬ表示装置は、複数の小型パ
ネル１１および保護基板９により構成されている。図１
に示す有機ＥＬ表示装置と同様に、図９には２つの小型
パネル１１のみが示されているが、小型パネル１１は３
枚以上でもよいし、その配置が直線的であっても平面的
であってもよい。
【００４２】図９の小型パネル１１においても、図１の
小型パネル１と同様に、フレキシブル基板２、走査画素
電極３、発光部４、信号画素電極５、電極用駆動回路
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６、接着剤７および封止用絶縁板８により構成されてい
る。
【００４３】本実施の形態が図１に示す第１の実施の形
態と異なる点は、電極用駆動回路６を有する折り曲げ部
分をフレキシブル基板２が内側となるように折り曲げる
ことである。この場合、フレキシブル基板２を削っても
映像表示する側を削ることにはならないため、折り曲げ
部分にある発光部４も有効に利用でき、容易に折り曲げ
ることができ、かつ、継ぎ目部分をより目立たなくさせ
ることが可能である。
【００４４】なお、本実施の形態においても、図３～図
５のように配置することが可能である。
【００４５】（４）第４の実施の形態
図１０は本発明の第４の実施の形態による有機ＥＬ表示
装置の構成を示す模式的断面図である。
【００４６】図１０の有機ＥＬ表示装置は、複数の小型
パネル１２および保護基板９により構成されている。図
６に示す有機ＥＬ表示装置と同様に、図１０には２つの
小型パネル１２のみが示されているが、小型パネル１２
は３枚以上でもよいし、その配置が直線的であっても平
面的であってもよい。
【００４７】図１０の小型パネル１２においても、図６
の小型パネル１０と同様に、フレキシブル基板２、走査
画素電極３、発光部４、信号画素電極５、電極用駆動回
路６、接着剤７および封止用絶縁板８により構成されて
いる。
【００４８】本実施の形態が図６に示す第２の実施の形
態と異なる点は、電極用駆動回路６を有する折り曲げ部
分をフレキシブル基板２が内側となるように折り曲げる
ことである。この場合、フレキシブル基板２を削っても
映像表示する側を削ることにはならないため、折り曲げ
部分にある発光部４も有効に利用でき、容易に折り曲げ
ることができ、かつ、継ぎ目部分をより目立たなくさせ
ることが可能である。
【００４９】なお、本実施の形態においても、図５およ
び図６のように配置することが可能である。
【００５０】
【実施例】ここで、実施例および比較例の有機ＥＬ表示
装置を作製し、特性を評価した。実施例の有機ＥＬ表示
装置は、図１～図３に示した第１の実施の形態における
製造方法により作製した。比較例の有機ＥＬ表示装置
は、以下に示す製造方法により作製した。
【００５１】図１１は比較例の有機ＥＬ表示装置の構成
を示す模式的平面図である。図１１に示す有機ＥＬ表示
装置１００は、４枚の小型パネル３１ａ～３１ｄを備え
る。各小型パネル３１ａ～３１ｄは、走査画素電極用駆
動回路３２ａ～３２ｄ、信号画素電極用駆動回路３３ａ
～３３ｄ、複数の走査画素電極３４ａ～３４ｄ、複数の
信号画素電極３５ａ～３５ｄおよび複数の発光部４１ａ
～４１ｄを備える。
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【００５２】走査画素電極用駆動回路３２ａ～３２ｄ
は、小型パネル３１ａ～３１ｄの一辺に配置され、信号
画素電極用駆動回路３３ａ～３３ｄは小型パネル３１ａ
～３１ｄの他の一辺に配置されている。走査画素電極用
駆動回路３２ａ～３２ｄおよび信号画素電極用駆動回路
３３ａ～３３ｄは、表示したい画素に対応する発光部４
１ａ～４１ｄを形成する走査画素電極３４ａ～３４ｄお
よび信号画素電極３５ａ～３５ｄへ駆動信号を出力す
る。それにより、当該発光部４１ａ～４１ｄが発光し、
各小型パネル３１ａ～３１ｄのみで表示駆動が可能にな
っている。
【００５３】有機ＥＬ表示装置１００は、図１１に示す
ように、走査画素電極３４ａ～３４ｄおよび信号画素電
極３５ａ～３５ｄの各々が連続的に配置されるように、
接着剤により小型パネル３１ａ～３１ｄを４枚貼り合わ
せて所望の大きさに大型化したものである。この場合、
上下左右の各駆動回路３２ａ～３２ｄ，３３ａ～３３ｄ
を同期させて各電極３４ａ～３４ｄ，３５ａ～３５ｄを
駆動することにより、１枚の大型パネルとして１つの画
面を表示することができた。
【００５４】図１２は図１１の有機ＥＬ表示装置の作製
工程を示す概略断面図である。図１２には小型パネル３
１ａおよび３１ｂについて示されるが、他の小型パネル
においても同様である。
【００５５】図１２（ａ）に示すように、ガラス基板４
２ａ上に複数の発光部４１ａおよび封止層４３ａを形成
した。その後、ダイシング装置やスクライブ装置の刃５
０により、所望の画素ピッチまで図１２（ａ）に示す端
部６０を切断し、接合面を形成した。
【００５６】発光部４１ａは、走査画素電極３４ａ上に
形成されたホール注入層と、ホール注入層上に形成され
たホール輸送層と、ホール輸送層上に形成された発光層
と、発光層上に形成された電子輸送層と、電子輸送層上
に形成された信号画素電極３５ａからなる。上記各層の
材料および構成は実施例と同様のものを用いた。
【００５７】上記の各層は、真空度を１０-4Ｐａ以下に
して抵抗加熱ボートを用いた真空蒸着法を用いて形成し
た。このように形成された発光部４１ａ，４１ｂは、５
～１０Ｖの駆動電圧を印可することにより、１００～３
００ｃｄ／ｍ2 の輝度で発光した。
【００５８】その後、小型パネル３１ａの接合面を高精
度な貼り合わせが可能なように高精度研磨材で平滑に研
磨仕上げを行った。高精度研磨材としては、酸化セリウ
ムを用いた。この場合、発熱を抑制するとともに切削か
けらおよび研磨材を除去するために水を流しながら切断
および研磨を行った。他の小型パネル３１ｂ～３１ｄに
ついても同様に端部の切断および研磨を行った。
【００５９】さらに、図１２（ｂ）および図１２（ｃ）
に示すように、接着剤を用いて小型パネル３１ａ～３１
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ｄの接合面を接合するとともに、ガラス基板４２ａ～４
２ｄの全面を補強用ガラス基板７０に接合した。接着剤
としては、可視光の波長領域でガラスの屈折率に近い光
学特性を有する紫外線硬化型接着剤、高分子系接着剤等
を用いた。
【００６０】実施例の有機ＥＬ表示装置においては、電
極用駆動回路が映像を表示する面の裏側にあるため、比
較例のように電極用駆動回路により小型パネルの映像表
示部分を犠牲にすることなく各小型パネルのパネル端ま
で映像を表示することが可能となった。
【００６１】特に、図５の３×３配置をする場合、中央
の小型パネルにおいて、比較例の有機ＥＬ表示装置では
電極用駆動回路を設置する場所がなく、作製が非常に困
難であったが、実施例の有機ＥＬ表示装置では容易に３
×３配置を採る事ができた。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態による有機ＥＬ表示
装置の構成を示す模式的断面図である。
【図２】第１の実施の形態における小型パネルを２×２
配置した場合の平面図である。
【図３】第１の実施の形態における小型パネルを２×２
配置した場合の底面図である。
【図４】第１の実施の形態における小型パネルを２×３
配置した場合の底面図である。
【図５】第１の実施の形態における小型パネルを３×３
配置した場合の底面図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態による有機ＥＬ表示
装置の構成を示す模式的断面図である。
【図７】第２の実施の形態における小型パネルを２×３
配置した場合の底面図である。
【図８】第２の実施の形態における小型パネルを３×３
配置した場合の底面図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態による有機ＥＬ表示
装置の構成を示す模式的断面図である。
【図１０】本発明の第４の実施の形態による有機ＥＬ表
示装置の構成を示す模式的断面図である。
【図１１】比較例の有機ＥＬ表示装置の構成を示す模式
的平面図である。
【図１２】図１１の有機ＥＬ表示装置の作製工程を示す
概略断面図である。
【符号の説明】
１，１０，１１，１２  小型パネル
２  フレキシブル基板
３  走査画素電極
４  発光部
５  信号画素電極
６  電極用駆動回路
９  保護基板
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/DA04 5C094/DA06 5C094/DA09 5C094/DA11 5C094/DB01 5C094/EA04 5C094/EA05 5C094/EA10 
5C094/EB02 5C094/FA01 5C094/FA02 5C094/FB12 5C094/FB15 5C094/GB10 5G435/AA03 5G435
/AA17 5G435/AA18 5G435/BB05 5G435/CC09 5G435/CC12 5G435/EE32 5G435/EE36 5G435/EE41 
5G435/GG43 5G435/KK05 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC35 3K107/CC36 3K107/CC42 3K107
/DD06 3K107/EE59 3K107/FF15 3K107/GG53

代理人(译) 福岛Sachihito

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：当将多个显示面板接合以形成一个显示装置时，使得相邻
的显示面板的接合部分不明显，并且提高开口率和显示表面的分辨率。 
本发明的目的是提供一种能够具有大屏幕的电致发光显示装置及其制造
方法。 电极驱动电路6被布置在柔性基板2上的端部处，并且该端部沿着
必要的像素区域的端部弯曲到与用于显示图像的一侧相反的一侧。 当难
以弯曲时，通过精密加工机将柔性基板2的显示图像的一侧磨削。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/8e0de463-872f-4e99-ba53-0989a48d8e93
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018953711/publication/JP2002297066A?q=JP2002297066A

